
 

 

 

 

 

低気圧と前線による大雨（令和６年９月２１日からの大雨）に係る 

賃貸型応急住宅（みなし仮設住宅）の入居申込期限について 

 

 

１ 概 要 

低気圧と前線による大雨（令和６年９月２１日からの大雨）により、住宅に大きな被

害を受けた方に対して、民間賃貸住宅を活用した賃貸型の応急住宅を提供しています。 

 発災以降、これまでに避難者数が大きく減少しており、建設型を含めた応急的な住

まいの確保が着実に進んでいることから、賃貸型応急住宅の申込期限について下記の

とおりとします。 

 

２ 申込期限 

   令和７年５月３０日（金） 

 

３ 留意事項 

 （１）やむを得ない理由で期限までに申込みができない場合は、上記期限までに別添の

「理由書」を市町に提出します。 

（２）「理由書」の提出により、申込みが認められた場合については、令和７年７月３１

日（木）まで賃貸型応急住宅の申込みが可能です。  

 

   

  該当となる方の例 

  ・入院しており、申込手続ができない。 

  ・り災証明書のり災区分が再調査により確定していない。 など 

 

 

 

令和７年３月１８日（火） 

生活再建支援課 課長 東崎 

外線 076-225-1962 



理 由 書 
                                  

１ 令和７年５月３０日（金）までに申込書を提出できない理由（☑をつけてください。） 

□ 住宅被害認定結果の再調査を行っている 

【再調査申請日：  年  月  日】 

□ 入院等により申込手続ができない（【記入欄】に入院期間等をご記入ください） 

□ その他（【記入欄】に詳細をご記入ください） 

【記入欄】 

 

 

 

２ 住所等 

住所（被災時）  

現在の居住地 

住 所 ：  

現在の居住地について、下記に☑をつけてください。 

□ 自宅   □ 民間賃貸住宅   □ １次避難所 

□ ２次避難所（旅館・ホテル） □ 県外公営住宅 □ 親戚知人宅 

□ その他 （                       ） 

世 帯 数 （世帯） 人 数 （人） 

連 絡 先              【緊急連絡先】 

 

３ 被災した住宅の状況（☑をつけてください。） 

□ 全壊、全焼又は流失 

□ 半壊（大規模半壊・中規模半壊含む） 

      □ 土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態 

□ 屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態 

□ 住家への浸水により耐えがたい悪臭がしており生活に支障が生じている状態 

       □ 災害救助法に基づく応急修理を併用予定、若しくは応急修理中 

□ 令和６年能登半島地震において入居した応急仮設住宅が床上浸水被害を受けた 

□ 準半壊   

□ 一部損壊   

□ 被害なし 

 

令和  年  月  日  

  石川県知事 馳 浩 様 

  

 以上の記載内容については、事実と相違ありません。 
 

    申込者氏名                 

二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン
が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、
長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長に認められた。 

□ 

※申込者氏名は、自署又は記名押印をしていただくようお願いいたします。 


